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…………………………………………………＊………………………………………………… 

（午後２時 開 議） 

○議長（大川弘雄議員） 

皆様、今年度も、残すところわずかとなりました。本日は、お忙しい中、御参集賜り、

誠にありがとうございます。 

本日は、令和５年１月３１日付けで議長が議員を辞職したため、議長が空席であります。

地方自治法第１０６条第１項の規定により、副議長の大川が、議長が選挙されるまでの間、

議長の職務を行いますのでよろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員は１２名であります。 

定足数に達しておりますので、これより、令和５年第１回広島中央環境衛生組合議会定

例会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布のとおりであります。 

この際、諸般の報告を行います。 

まず、去る２月１５日に東広島市議会におきまして、組合議員に選出されました池田隆

興議員につきましては、仮に着席していただいておりますので御了承ください。 

次に、監査委員から例月出納検査の結果報告がありましたので、その写しを配布してお

りますので、御覧いただきたいと思います。 

以上で諸般の報告を終わります。 

それではこれより、日程に入ります。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（大川弘雄議員）日程第１、「仮議席の指定」を行います。 

 議事の進行上、この度、東広島市議会から選出された池田隆興議員の仮議席は、ただい

ま御着席の議席を指定いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（大川弘雄議員）日程第２、「議長選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により行いたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、副議長において指名することにいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、副議長において指名することに決しました。議長に北林光昭議員を指名いたし

ます。 

お諮りいたします。 
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只今、副議長において指名いたしました北林光昭議員を、議長の当選人と定めることに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました北林光昭議員が、議長に当選されました。 

ただいま議長に当選されました北林光昭議員が議場におられますので、本席から、会議

規則第３２条第２項の規定により、当選の旨を告知いたします。北林議員、当選承諾及び

御挨拶をお願いいたします。 

◎北林光昭議員  議長、北林光昭 

○議長（大川弘雄議員）北林光昭議員 

◎北林光昭議員（登 壇） 

ただいま議員各位の御推挙を賜りまして議長に就任させていただきました北林でござい

ます。身に余る光栄と感激いたしますとともに、職責の重さを痛感いたしているところで

ございます。 

皆様方の御協力をいただきながら、組合の発展と住民福祉の向上のため、微力ではござ

いますが、議長として公正かつ、円滑な議会運営に取り組んでまいる所存でございます。 

また、議員各位におかれましては、より一層のご指導、ご支援を賜りますよう心からお

願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、議長就任のあいさつとさせていただ

きます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大川弘雄議員）ありがとうございました。 

以上をもって、議長選挙を終わります。 

御協力ありがとうございました。 

これより議長と交代いたします。 

暫時休憩いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）再開いたします。お諮りします。 

この際、説明員として、本会議に管理者並びに説明の委任を受けた者の出席を求めたい

と思います。 

これに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって、説明員の出席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）再開いたします。 

それでは、管理者から招集に当たり挨拶がありますので、これを許します。 

◎管理者（髙垣 德管理者）議長。 

○議長（北林光昭議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣 德管理者）（登 壇） 

では令和５年第１回組合議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
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本日、令和５年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会を招集いたしましたところ、議

員の皆様方には年度末で何かと御多用にも関わらず御参集を賜りまして、厚く御礼を申し

上げます。 

また、平素から本組合の事業推進につきまして、多大なご理解、ご協力を賜っておりま

すことに対しまして、この場をお借りいたしまして、深く感謝を申し上げる次第でござい

ます。 

今回提出しております議案は新年度予算案ほか、補正予算案１件及び条例案４件でござ

います。新年度予算案といたしましては、賀茂環境衛生センターの解体工事が本格化し、

また、大崎上島環境センターごみ中継施設及びストックヤード工事が大詰めを迎えること

から、これらの予算について大幅な増額となっております。 

議員各位におかれましては、慎重にご審議をいただいたうえ、適切なる御議決を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。甚だ簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせ

ていただきます。 

〇議長（北林光昭議員）以上で管理者の挨拶を終わります。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第３、「議席の指定」を行います。 

このたび、東広島市議会より選出されました議員の議席は、組合議会会議規則第４条第

１項の規定により、議長において、ただいまご着席されております、池田隆興議員、１０

番を指定いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第４、「会議録署名議員の指名」を行います。 

本日の会議録署名議員は、議長において、９番 坂元百合子議員、１０番 池田隆興議員

を指名いたします。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第５、「会期の決定」の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

御異議なしと認めます。 

よって会期は、本日１日限りと決定いたしました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第６、議案第１号「広島中央環境衛生組合個人情報の保護に

関する法律施行条例の制定について」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 

○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただいま議題となりました議案第１号「広島中央環境衛生組合個人情報の保護に関する

法律施行条例の制定について」ご説明いたします。 
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水色の表紙の提出議案説明書１ページをお願いします。 

１、制定の理由でございますが、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、その

施行に関し必要な事項を定めるとともに、所要の規定の整備を行おうとするものでござい

ます。 

２、条例の内容といたしましては、(１) 開示請求に係る手数料につきましては手数料条

例に定める額とし、現行の個人情報保護条例に基づく額から変更はございません。また（ア）

保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合、（イ） 閲覧の方法により開示を受

ける場合、（ウ）電子情報処理組織による交付を受ける場合は、手数料を徴収しないこと

としております。次に(２) 運用状況の公表でございますが、毎年１回、個人情報保護制度

の運用の状況を取りまとめ、公表するものでございます。 

３、施行期日等でございますが、施行期日は令和５年４月１日とするものでございます。

また、２ページの冒頭にありますとおり本条例の施行に伴い、現行の個人保護条例は廃止

となります。  

(３) 旧条例の廃止に伴う経過措置でございますが、ア 個人情報の取扱いに従事してい

た者に係る守秘義務等について、イからエでは審査請求がなされた場合について、オでは

審議会委員の守秘義務について、カから３ページのクまでは罰則の適用についてそれぞれ

経過措置を設けております。 

説明は以上でございます。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

議案第１号、「広島中央環境衛生組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定につ

いて」は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第７、議案第２号「広島中央環境衛生組合情報公開・個人情

報保護審査会設置条例の制定について」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 
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○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただいま議題となりました議案第２号「広島中央環境衛生組合情報公開・個人情報保護

審査会設置条例の制定について」ご説明いたします。 

議案説明書４ページをお願いします。 

１、制定の理由でございますが、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、現行

の個人情報保護審議会と情報公開審査会を統合し、審査請求等について調査審議をする情

報公開・個人情報保護審査会を設置するとともに当該審査会の組織及び運営に関し必要な

事項を定めようとするものでございます。 

２、条例の内容でございますが、(２) 審査会は、委員７人以内をもって組織し、(３) 委

員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱し、委員の任期は２年としており

ます。また、(５) 審査会の調査権限から、５ページ下段の(８) 答申書の送付等までの審

査会の手続きにつきましては、現行の手続きと同様の規定を設けることとしております。 

次に６ページの上から３行目(９) 罰則でございますが、審査会の委員又は審査会の委員

であった者が、職務上知ることができた秘密を漏らした場合は、１年以下の懲役又は５０

万円以下の罰金に処する旨を定めるものでございます。 

３、施行期日等でございますが、施行期日は令和５年４月１日等とし、（２）経過措置

といたしまして、委員の委嘱については、施行前においても行うことができることとして

おります。 

説明は以上でございます。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第２号、「広島中央環境衛生組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の制定に

ついて」は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第８、議案第３号「地方公務員法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備について」の件を議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 

○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただいま議題となりました議案第３号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備について」ご説明いたします。 

本案件は一昨年６月の地方公務員法の改正により、公務員の定年年齢の段階的な引き上

げや管理職の上限年齢を定める「管理監督職勤務上限年齢制」が令和５年４月から導入さ

れることにより、関係条例６件を一括改廃するものでございます。 

提出議案説明書の７ページをお願いいたします。 

１、提案の理由でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年の年齢の

引き上げ等に関し必要な事項を定めるとともに、その他所要の規定の整備を行おうとする

ものでございます。 

２、条例の内容でございますが、（１）職員の定年年齢を６０年から６５年に引き上げ、

当該定年の年齢の引き上げに伴い次のアからカまでの６つの事項を定めるものでございま

す。最初にア「管理監督職勤務上限年齢による降任等」について、でございます。管理監

督職で勤務上限年齢の６０歳に達している職員ついては、６０歳に達した日の翌日から最

初の４月１日までの異動期間の間に管理監督職以外の職に降任とするものとし、降任にあ

たっては、地方公務員法に定める平等取扱い原則などのほか（ウ）の a から次ページ c ま

でに掲げています、当該職員の人事評価の結果、または勤務の状況及び職務経験等に基づ

き、その適性を有すると認められる職で、できる限り上位の職制上の段階に属する職に降

任等するものでございます。 

次に８ページの中段、イ「管理監督職への任用の制限の特例」でございます。先ほどの

管理監督職勤務上限年齢制の例外として、一定の事由があると認められる場合に限り、１

年を超えない期間内で引き続き管理監督職を占めたまま勤務させることができるものとし

たもので、（ア）の a から c に掲げる事由、特定の職員を他の職へ降任等することにより

公務の運営に著しい支障が生ずる場合による、通称「勤務延長型特例任用」と９ページの

（ウ）特定管理監督職群について、欠員補充が困難で、業務の遂行に重大な障害となると

認められる場合による通称「異動可能型特例任用」について定めるものでございます。 

次に１０ページ、ウ「定年による退職の特例」でございます。先ほどのイの特例任用で

異動期間を延長した職員で（ア）から（ウ）に掲げる当該職員の退職により公務の運営に

著しい支障が生ずる場合には、定年退職日の翌日以後も最長３年間引き続き勤務させるこ

とができるものでございます。次に下段、エ「定年前再任用短時間勤務職員の任用」でご

ざいます。定年前再任用短時間勤務とは、年齢６０年以上の定年前の退職者を定年退職日

相当日を経過するまでの期間、短時間勤務の職に再任用する制度のことで、現行の再任用

制度の代わりに設けるものでございます。 

１１ページをお願いいたします。 

次にオ「定年の特例」でございますが、経過措置といたしまして、令和５年４月１日か

ら令和１３年３月３１日までの間、下の表のとおり、２年に１年ずつ定年年齢を段階的に

引き上げるものでございます。 
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最後にカ「任用及び給与に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認」でございますが、

職員が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度に、当該職員に対し、年齢６０年に達

する日以後に適用される任用制度等の情報提供と勤務の意思を確認するよう努めるもので

ございます。以上が職員の定年年齢引き上げに関する主な改正内容で「職員の定年等に関

する条例」の改正に係るものでございます。 

次に（２）から次ページの（５）まで掲げておりますのは、定年年齢の引き上げによる

改正に伴うその他の条例の整備に関する事項でございます。 

先ず（２）でございますが、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例について、

管理監督職勤務上限年齢を設けることに伴い、給料の７割措置とする取り扱いを降給の種

類として定めるものでございます。 

次に１２ページ、（３）でございますが、職員の懲戒に関する条例について、給料の７

割措置が適用される場合において、発令時の給料月額と減額時の給料月額が異なるときの

減給額の上限を、現に受ける給料及び地域手当の合計額の１０分の１に相当する額とする

ものでございます。 

次に（４）でございますが、定年前再任用短時間勤務の規定を整備するもので、人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例の適用対象として規定するものでございます。次に

（５）でございますが、定年前再任用制度が創設されることに伴い、現行の再任用制度を

規定しております「職員の再任用に関する条例」を廃止するものでございます。 

３、施行期日等でございますが、（１）改正施行期日を令和５年４月１日等とし、（２）

準備行為として、施行日前に定年前再任用及び暫定再任用に関し必要な手続きを行うこと

ができるものとしております。（３）経過措置として、ア暫定再任用に関するものとして、

施行日前に退職した者等のうち、年齢６５年に達する日以後における最初の３月３１日ま

での間にあるものを、１年を超えない範囲で任期を定め、常時勤務を要する職又は短時間

勤務の職に採用することができるもので、定年年齢を段階的に引き上げる期間の間、暫定

的に現行の再任用制度を継続するものでございます。 

１３ページ下段のイは、暫定再任用短時間勤務職員について、人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の適用対象とする経過措置をするものでございます。 

説明は以上でございます。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結します。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 
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議案第３号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について

は」、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第９、議案第４号「広島中央環境衛生組合情報公開条例の一

部改正について」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 

○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただいま議題となりました議案第４号「広島中央環境衛生組合情報公開条例の一部改正

について」ご説明いたします。 

議案説明書１９ページをお願いします。 

 広島中央環境衛生組合情報公開条例第１条の規定により、例によるとされた東広島市情

報公開条例が一部改正されたため、読み替え等、所要の規定の整備を行おうとするもので

ございます。  

 ２、改正の内容といたしましては、表のとおり読み替えるもので、中欄の列が東広島市

情報公開条例における字句、右の列が広島中央環境衛生組合情報公開条例への読み替える

字句でございます。   

２０ページをお願いします。 

３、施行期日は令和５年４月１日としております。  

説明は以上でございます。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

議案第４号「広島中央環境衛生組合情報公開条例の一部改正について」は、原案のとお

り決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 
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よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第１０、議案第５号「令和４年度広島中央環境衛生組合一般

会計補正予算（第２号）」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 

○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第５号「令和４年度広島中央環境衛生組合一般会計補正

予算第２号」について、ご説明いたします。白い表紙の「令和４年度 広島中央環境衛生組

合補正予算書」の、１ページをお願いいたします。 

第１条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ７千１１万５千円を減額し、補正後の歳入歳

出総額を２４億３，９２６万７千円とし、第２条で、債務負担行為の補正を定めるもので

ございます。  

２ページの、「第１表」をお願いいたします。「歳入歳出予算補正」の上段の表、歳入

でございます。「１款１項 負担金」は、使用料、諸収入の増額及び歳出予算の減額により、

補正前の額から１億３，９０９万円減額し、２２億１，８３０万３千円に、「２款１項 使

用料」は、敷地使用料の増によるもので、補正前の額から８８万円増額し、２０８万７千

円に、「３款１項 国庫補助金」は、循環型社会形成推進交付金で、補正前の額から４，

３０５万３千円増額し、１億３，５８０万４千円に、「５款１項 雑入」は、賀茂環境セン

ターで再資源化している金属類等の有価物の値上がりなどにより増額するもので、補正前

の額に ２，５０４万２千円追加し、７，７０１万７千円とするものでございます。 

次に、下段の表、歳出でございます。「１款 1項議会費」は、不用額を整理するもので、

補正前の額から ５６ 万３千円減額し、１５８万９千円に、「２款１項 総務管理費」は、

不用額を整理するもので、補正前の額から３８６万３千円減額し、７，８５８万８千円に、

「３款１項 清掃費」は、諸事業に係る不用額を整理するとともに、大崎上島環境センター

ごみ中継施設及びストックヤード建設工事の進捗による工事の前倒しによるもので、補正

前の額から ３，１２５万２千円増額し、２１億９，１９１万６千円に、「４款１項 公債

費」は、利子の不用額を整理するもので補正前の額から ９，６９４万１千円減額し、１億

６,５７２万１千円とするものでございます。 

３ページをお願いします。第２表債務負担行為補正でございます。債務負担行為の追加

といたしまして、「大崎上島クリーンセンター包括運営管理業務」を、１，９４４万９千

円を限度に、債務負担を追加するものでございます。 

説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 
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まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第５号「令和４年度広島中央環境衛生組合一般会計補正予算（第２号）」は、原案

のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第１１、議案第６号「令和５年度広島中央環境衛生組合一般

会計予算」の件を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）議長、事務局長中西。 

○議長（北林光昭議員）中西事務局長。 

◎事務局長（中西康雄事務局長）（登 壇） 

ただ今議題となりました、議案第６号、「令和５年度 広島中央環境衛生組合一般会計予

算」について、御説明いたします。 

白い表紙の「令和５年度 広島中央環境衛生組合予算書」の、１ページをお願いたします。  

第１条「歳入歳出予算」でありますが、予算の総額をそれぞれ３４億２，７３５万５千円

とすることについて、「第１表」に定め、第２条「債務負担行為」について、「第２表」

に定め、第３条「地方債」を「第３表」に定め、第４条「一時借入金」の最高額を５億１，

９００万円とすることについて、定めるものでございます。 

２ページの、「第１表」をお願いいたします。「歳入歳出予算」につきましては、後ほ

ど「予算に関する説明書」にて、ご説明いたします。 

３ページの第２表 「債務負担行為」でございますが、８件のうち、上から６件の債務負

担行為は毎年設定させていただいているもので、その下２件は令和５年度新規分で、 

「電子決裁システム等構築」及びその「保守」に係るもので、それぞれ、期間と限度額を

定めております。         

４ページの第３表 「地方債」でございますが、賀茂環境衛生センター解体工事に係る借

入で、限度額は２億９，６２０万円で、起債の方法、利率及び償還の方法を定めておりま

す。 

続きまして、水色の表紙「令和５年度 予算に関する説明書」をお願いいたします。４ペ

ージ、５ページをお願いいたします。 「２ 歳入」でございます。「１款１項 負担金」は、

１目から５目まで、負担金条例に定められた割合に基づいて関係市町に負担いただいてい

るもので、右側説明欄に各負担額を記載しております。 

  ６ページ・７ページ をお願いします。 

「２款１項１目衛生使用料」は各施設の使用料でございます。「３款１項１目衛生費国庫
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補助金」は、循環型社会形成推進交付金で、大崎上島町のごみ中継施設及びストックヤー

ドの施設建設と賀茂環境衛生センターの解体に係るものでございます。 

「５款１項１目雑入」は、有価物売払収入が主なものでございます。 

８ページ、９ページをお願いいたします。 

「６款１項１目衛生債」は、賀茂環境衛生センターの解体に係るものでございます。 

１０ページ・１１ページをお願いいたします。 

「３ 歳出」でございます。「１款１項１目 議会費」は、議員１２人の報酬並びに議会活

動に要する経費でございます。  

１２ページ・１３ページをお願いします。 

「２款１項１目 一般管理費」は、「職員給与」のほか「総務一般事務」「地域計画等作成

事務」の３事業を計上しており、各種システムの運用に要する費用や、その他の事務経費

でございます。 

１４ページ・１５ページをお願いします。 

「２款２項１目 監査委員費」は、監査委員３名分の報酬及び費用弁償など、監査活動に要

する経費でございます。  

１６ページ、１７ページをお願いします。 

「３款１項１目 賀茂環境衛生センター費」は「職員給与」のほか、「賀茂環境衛生センタ

ー維持管理事業」、「廃棄物処理施設周辺地域振興事業」に係る予算を計上しております。 

「２目賀茂環境センター費」は、「職員給与」のほか、「不燃ごみ処理施設維持管理事業」、

「最終処分場維持管理事業」、「ペットボトル等処理施設維持管理事業」に係る予算を計

上しております。 

 １８ページ・１９ページをお願いします。 

「３目 安芸津クリーンセンター費」及び「４目 竹原安芸津環境センター費」は、敷地、

建物など廃止施設の管理に要する予算を計上しております。 

「５目 竹原安芸津最終処分場費」は、職員給与のほか、引き続き、浸出水処理施設及び

埋立地の管理に係る予算と「竹原市不燃ごみ等処理事業」に係る予算を計上しております。  

２０ページ・２１ページを、お願いいたします。 

「６目 竹原クリーンセンター費」は、敷地、建物など廃止施設の管理に要する予算を計

上しております。  

「７目 大崎上島環境センター費」は、「職員給与」のほか、大崎上島町内から搬入され

る可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみ等の適正処理に要する予算を計上しておりま

す。 

２２ページ、２３ページをお願いします。 

「８目 大崎上島クリーンセンター費」は、「し尿処理施設維持管理事業」に係る予算を計

上しております。 

「９目 広島中央エコパーク建設費」は「広島中央エコパーク周辺地域振興事業」に係る予

算を計上しております。 

「１０目 広島中央エコパーク管理運営費」は、「職員給与」のほか、「高効率ごみ発電施

設管理運営事業」、「汚泥再生処理センター管理運営事業」及び「広島中央エコパーク管

理運営事業」に係る予算を計上しており、広島中央エコパークの施設運営に要する経費で
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ございます。 

 ２６ページ・２７ページをお願いします。 

「４款１項１目 元金」は「長期借入金元金償還金」で、広島中央エコパーク建設費に係る

起債の元金償還開始による増でございます。 

「２目 利子」は、「長期借入金利子」及び「一時借入金利子」で、長期借入金利子につい

て、令和３年度借入の廃棄物処理施設整備事業分の利率が確定したことによる減でござい

ます。 

２８ページ・２９ページをお願いします。 

「５款１項１目 予備費」は、例年と同額を計上しております。  

３０ ページ、３１ ページをお願いいたします。 

このページから ３７ ページまでは、「給与費明細書」で、特別職及び一般職の給与費に

係る明細について記載しております。 

３８ ページ、３９ ページをお願いいたします。「債務負担行為で翌年度以降にわたる

ものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額

等に関する調書」でございます。 

４０ ページをお願いいたします。「地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書」でございます。令和５年度末の地

方債現在高見込額は、１６３億７，９３０万４千円でございます。 

以上で、「令和５年度 広島中央環境衛生組合一般会計予算」の説明を終わります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議案第６号「令和５年度広島中央環境衛生組合一般会計予算」は、原案のとおり決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）日程第１２、議員提出議案第１号「広島中央環境衛生組合議会の

個人情報の保護に関する条例の制定について」の件を議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

◎大川弘雄議員 議長、５番。 

○議長（北林光昭議員）５番、大川弘雄議員。 

◎大川弘雄議員（登 壇） 

それでは、議員提出議案第１号「広島中央環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する

条例の制定について」説明させていただきます。 

 令和３年５月、国においてデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律が成立し、個人情報の保護に関する３つの法律が１本に統合されました。 

 これまで地方公共団体は、それぞれの団体の条例において個人情報の取扱い等について

規定しておりましたが、統合後の法律において、全国的な共通ルールが適用されることと

なりました。 

 一方、地方議会については、法の適用対象から外されることとなり、個人情報の保護に

関するルールはそれぞれの議会の判断において定める必要が生じたものでございます。 

 本組合議会においても、組合全体の個人情報保護について定めておりました広島中央環

境衛生組合個人情報保護条例の規定に基づき個人情報の管理を行っておりましたが、 

統合後の法律では地方関係部分がこの４月に施行されることに従い、本定例会において当

該条例を廃止することを盛り込んだ議案が提出されております。 

 これらの事を鑑み、本組合議会においては個人情報の取扱に関する基本的な条項を新た

に条例で規定し、適切に管理していく必要があるという考えから、本議案を提出させてい

ただくものでございます。 

 提出の条例案は、個人情報等の取扱いや、議会で保有する個人情報の開示、訂正、利用

停止における手続きに関する条項を規定し、５６条の条文で構成しております。 

 施行期日は、本年４月１日としております。 

 皆様方に置かれましては、この趣旨をお汲み取り頂き、是非ともご賛同賜りますようお

願い致します。 

以上です。 

○議長（北林光昭議員）説明が終わりました。 

本案に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」との声あり〕 

○議長（北林光昭議員）これにて討論を終結します。 

これより採決いたします。 

議員提出議案第１号「広島中央環境衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定

について」は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

○議長（北林光昭議員）挙手全員であります。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

…………………………………………………＊………………………………………………… 

○議長（北林光昭議員）以上をもちまして、本定例会に付議された案件の審議は、全て終

了いたしました。この際、髙垣管理者から、閉会に当たり挨拶がありますので、これを許

します。 

◎管理者（髙垣 德管理者）議長。 

○議長（北林光昭議員）髙垣管理者。 

◎管理者（髙垣 德管理者）（登 壇） 

令和５年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会の閉会にあたりまして、一言御挨拶を

申し上げます。 

議員の皆様方には、提案いたしました議案につきまして、慎重な御審議と、適切なる御

議決を賜りましたことに、心より厚く御礼申し上げます。 

皆様のお力をお借りしながら、今後とも、より効果的な事業推進に全力を傾注してまい

りたいと考えておりますので、今後とも一層の御理解と御支援を賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

最後に、議員の皆様方におかれましては、くれぐれもお身体御自愛の上、御活躍になら

れますようお祈りを申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、誠にありがとうございました。 

○議長（北林光昭議員）挨拶が終わりました。 

それでは、これにて、令和５年第１回広島中央環境衛生組合議会定例会を閉会いたしま

す。皆様大変お疲れ様でした。 

（午後２時４６分 閉 会） 

…………………………………………………＊………………………………………………… 
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以上のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、地方自治法第２

９２条において準用する同法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

広島中央環境衛生組合議会議長       北林 光昭 

 

 

会 議 録 署 名 議 員       池田 隆興 

 

 

会 議 録 署 名 議 員       坂元 百合子 


